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設置届設置届設置届設置届

事前指導
(市指導指針適合)

　

　 　

　③建築確認等申請 建築確認

（確認済証の交付）

　④設置届の提出設置届の提出設置届の提出設置届の提出 ・建築確認済証の添付
有料老人ホーム
設置届出書

　　
（受理通知の交付）

　⑤工事／入居募集

⑥特定施設入居者生
活介護（申請）

（指定書の交付）

(大阪府)
指定申請書

　
⑥地域密着型特定施
設入居者生活介護（申
請） （指定書の交付）

指定申請書 　

事業変更届事業変更届事業変更届事業変更届

　①事業変更届の提出

　　・変更後１ヶ月以内

　　・介護付の定員の増に伴う変更は市町村長と協議が必要

休止・廃止届休止・廃止届休止・廃止届休止・廃止届

　①休止・廃止届の提出

　　・事態発生から１ヶ月以内

（事前届に改正予定）

関係部署設置予定者 福祉指導監査課

事前協議における主な
添付書類
(有料老人ホーム用）

  ①事前申出書の提出  ①事前申出書の提出  ①事前申出書の提出  ①事前申出書の提出

開発行為、建築確認、消防設備等の
関係部署との事前協議・調整

　　　　②事前協議書の提出

②(地域密着型)特定施
設入居者生活介護（事
前協議）
※介護付の場合

介護保険担当部局：
介護保険事業計画
に基づく計画数に応
じた公募などによる
事業者の決定

協議に必要な書類
（特定施設用）

有料老人ホーム
事業変更届出書
の提出

有料老人ホーム
休止・廃止届出書
の提出

  ⑦施  設  完  成

  ⑧   開       設


